
1．医療の機能分化・連携

(1)地域医療構想調整会議等による病床機能
の調整

各病院、各市

○病院機能の明確化により病院の役割分担、
連携の推進を図る。

地域医療構想調整会議

2．在宅医療の体制強化

(1)在宅医を支える協力体制の検討

○病診連携、診診連携により医療機関相互
に在宅医療を支える取り組みをすすめる。

各医師会、各病院、各
診療所、訪問看護ス
テーション、在宅医療
広域連携推進会議

(2)在宅療養者の急変時の対応についての体
制確保

○在宅で入院を必要とする患者のスムーズ
な受入体制づくりをすすめる。

各病院
在宅医療広域連携推進
会議

○地域包括ケア病棟（病床）の機能の活用
を図る。

各在宅療養支援病院、
地域包括ケア病棟意見
交換会

(3)在宅医療の体制強化のための検討会の開
催

○多職種連携を推進する。 各市

各医師会、各歯科医師
会、各病院、各薬剤師
会、看護団体、介護支
援専門員団体、各市、
在宅医療広域連携推進
会議

3．在宅等で看取りを行う体制の確保

(1)一般住民への看取りに対する普及啓発

○一般住民への看取りに対する普及啓発を
行う。

各医師会、看護団体、
介護支援専門員団体、
各市、在宅医療広域連
携推進会議

(2)介護施設等における看取りへの取り組み
の推進

○高齢者施設における看取りについての課
題を把握し課題解決に向けた取り組みを推
進する。

各市、在宅医療広域連
携推進会議

【各病院】
・病院機能の明確化
【県・市】
・病床機能報告を活用した分析の実施
・地域医療構想調整会議の開催
【市】
・公立病院の機能、役割についての検討と方向付け

引き続き実態把握を行い、関係
者間で共有していくとともに、各
市のサポートセンターやトータル
サポートマネジャーの一層の活
用を図っていく。

【各市、各団体、各関係機関】
※各市のサポートセンターやトータルサポートマネジャー
の活用を図る
【保健福祉事務所・各団体・各関係機関】
・協力体制のための実態把握の継続
・在宅医療広域連携推進会議の開催
【病院】
・地域包括ケア病棟の周知、受け入れ体制の強化

【保健福祉事務所・各団体・各関係機関】
※在宅看取りに関する実態把握と取り組み方法の検討
・専門職のスキルアップ支援や意思決定支援の重要性に
ついての幅広い周知
【市】
地域住民や専門職への看取り等に関する講演会、研修会
の開催

住民や専門職へのDNARやACP
の理解と周知を推進するととも
に、支援者の意思決定支援への
取り組みを推進する。

5年後10年後を見据えた在宅医
療のニーズの把握については、3
市と協議していく。
また、療養者ごとの急変時の
ルール作成などの取り組みを一
層促進させていく。

【看護・介護各協会支部、医療社会事業協会、3市、保健福
祉事務所】
・「峡東地域医療と介護の連携の手引き」の運用状況の確
認、見直しのための会議の開催
【各市・各団体・各関係機関】
・個別事例や市事業への協力支援を通した他職種連携の
実践
【各市・各団体】
※連携強化のための研修会学習会の開催

連携の取り組みを継続するととも
に、支援者の一層の資質向上を
図る。
また、各市、各団体は連携のた
めの効果的なツールの普及につ
いて引き続き検討していく。

【在宅医療・介護連携の推進】

峡東地域の課題 取り組みの方向性（行動計画） 実施関係機関 H３０
H３１
（R1)

H３３
（R3)

H３４
（R4)

H３５
（R5)

往診・訪問診療が実施可
能な医師が限られてお
り、進展する高齢化に備
え他の医療機関や介護
関係者との日常的な連
携体制の強化が必要で
ある。

1．地域の在宅医療
等のニーズに対応
し、適切な医療・介
護を持続的に受けら
れる体制の確保

2．在宅医が継続し
て診療できる環境整
備

3．看取り等の終末
期ケアに対応する体
制の構築

【参考：県計画の位置づけ】
第4章-第2節
「地域医療体制の整備」
第5章-第11節
「在宅医療」
・在宅医療提供体制の確保
・在宅医療と介護連携推進
・地域包括ケア体制の支援

【救急医療体制の維持】
3．高齢者の救急情報伝達の円
滑化(1)高齢者施設の救急対応
マニュアルの活用と定着の項を
参照

同左

令和元年度の主な計画
※重点事項

【各市・各団体・各関係機関】
・在宅療養者の体制づくりのための調整・検討の継続

【保健福祉事務所・各市】
※将来を見据えた在宅医療のニーズの把握方法について
検討

H３２
（R2)

令和元年度取組方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峡東医療圏行動計画(アクションプラン)の令和元年度計画

地域医療構想調整会議等による協議
・各医療機関における取り組みの推進

受入体制の検討

地域包括ケア病棟（病床）等の機能の活用

第７期介護保険事業計画
に基づく推進

在宅医療広域連携推進会議等による具体的な取り組みの協議及び推進

各機関における普及啓発活動

課題の把握・

取り組みの検討 取り組みの推進

地域包括ケア病棟等意見交換会の開催

医療機関相互による協力体制の検討・取り組みの推進

各機関、団体による研修会の開催

第８期介護保険事業計画
に基づく推進
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【救急医療体制の維持】

1．初期救急体制の維持
(1)適正な救急医療利用についての普及啓発

○適正な救急医療利用について普及啓発を
行う。

各消防本部、各市、保健
福祉事務所

(2)圏域内の救急医療体制のあり方の検討

○初期救急医療体制の効果的・効率的な体制
の工夫について検討する。

各医師会、各市、各救
急病院、消防本部救急
連絡会議等、峡東地域
救急医療関係者会議

2．二次医療救急体制の確保
(1)救急車の適正利用の普及啓発

○適正な救急医療利用について普及啓発を
行う。

各消防本部、各市、保健
福祉事務所

(2)圏域内の救急医療体制のあり方の検討

○医療圏と救急搬送圏域のあり方について検
討する。

各医師会、各市、各救
急病院、各消防本部
消防本部救急連絡会議
等、峡東地域救急医療
関係者会議

○救急病院と消防本部との円滑な救急搬送に
向けた課題解決のための情報交換と連携強化
を図る。

各救急病院、各消防本
部、各市

3．高齢者の救急情報伝達の円滑化
(1)高齢者施設の救急対応マニュアルの活用
と定着

○高齢者施設の救急対応マニュアルを周知
し活用をすすめ、定着を図る。

各救急病院、各消防本
部、高齢者施設等の機
関、各市、保健福祉事
務所

(2)在宅療養者の情報伝達方法の調査・検討

○在宅療養者の救急情報伝達方法を検討す
る。

各救急病院、各消防本
部、介護支援専門員団
体、各市、保健福祉事
務所

【保健福祉事務所・各団体・各関係機関】
※「在宅医療・介護連携」の検討部会において検討

・住民に対し適正利用について
の普及啓発を継続して行う。

【消防本部・市・保健福祉事務所】
・普及啓発を継続
・GW10連休に向けた住民向け普及啓発
・山梨県転院搬送要請ガイドラインの施行に伴う周知と適
正運用の推進

令和元年度取組方針

・住民に対し適正利用について
の普及啓発を継続して行う。

【医師会・消防本部・市・保健福祉事務所】
・初期救急を担う医師の確保状況に応じ、引き続き体制を
検討
・相談窓口は引き続き検討

・引き続き救急医療の課題分析
を行うとともに、住民向け相談窓
口など効果的、効率的な体制を
検討する。

【消防本部・市・保健福祉事務所】
※二次救急病院における初期救急受け入れ負担軽減の
ため、普及啓発を継続

・統計項目等を調整するなど、よ
り詳細な二次救急の実態把握に
努め、引き続き体制を検討する。

【医師会・救急病院・消防本部・市・保健福祉事務所】
・救急医療の実態把握、動向を踏まえ、引き続き体制を検
討

【関係機関、団体、消防本部、市、保健福祉事務所】
※高齢者施設の救急対応マニュアル活用状況のモニタリ
ング及び更なる活用推進のため情報共有や実践的な研修
会等の開催

・より一層円滑な救急搬送時の
情報伝達が図られるよう、救急
対応マニュアルの活用をすすめ
る。

峡東地域の課題 取り組みの方向性（行動計画）

３．救急搬送時の本
人情報の共有と伝達

H３５
（R5)

救急搬送数が増加傾向
にある高齢者の問題や、
在宅医の高齢化の中
で、初期救急及び二次救
急医療の確保と救急医
療の円滑化を図る必要
がある。

1．開業医の高齢化
による初期救急医療
体制の脆弱化

H３１
（R1)

H３２
（R2)

令和元年度の主な計画
※重点事項実施関係機関 H３０

H３３
（R3)

H３４
（R4)

【参考：県計画の位置づけ】
第5章-第6節
「救急医療」
・初期救急医療体制の整備
・二次救急医療体制の整備

2．継続した二次医
療救急医療体制の
確保

周知・活用の推進

調査・検討

担当者会議における検討・普及啓発の実践

定着

周知・活用 定着

消防本部救急連絡会議等や

峡東地域救急医療関係者会議等による検討

各組織内

での検討

消防本部救急連絡会議等や峡東地域救急医療

関係者会議等による協議及び推進

担当者会議における検討・普及啓発の実践

峡東地域救急医療関係者
会議等による協議



1．糖尿病の重症化予防
(1)特定健診受診率、特定保健指導率の向上

○各市における特定健診の受診率・保健指
導率向上に向けての取り組みを共有し、受
診率向上に努める。

各市

(2)かかりつけ医と市が連携した保健指導等
の実施

○かかりつけ医と市の健康・栄養・運動相
談部門との連携による保健指導を実施す
る。
○糖尿病の未治療者、糖尿病コントロール
不良者への効果的なはたらきかけを行う。
　・効果的なはたらきかけの検討
　・はたらきかけの実践、評価
　・人材育成（既存研修会等の活用）

各医師会、各歯科医師
会、看護団体、各市、
保健福祉事務所、地
域・職域保健連携推進
協議会

(3)一般医と専門医との連携強化の推進

○一般医と専門医との連携体制を検討す
る。

各医師会、各専門医、
各市、保健福祉事務所

(4)かかりつけ医と歯科医の連携の推進

○糖尿病の医科歯科連携推進事業について
医師会、歯科医師会等を通じ周知を図る。

各医師会、各歯科医師
会、地域・職域保健連
携推進会議

(5)重症化予防に向けての普及啓発

○糖尿病及び糖尿病の重症化予防のための
知識の普及啓発を行う。

各市、食生活改善推進
委員会、愛育連合会、
栄養士会、各教育機
関、地域・職域保健連
携推進会議

・各機関で取り組みを推進すると
ともに、取り組みの工夫を会議等
で共有する。
・また、「糖尿病性腎症重症化予
防プログラム」を普及し地域の実
態に即した運用について協議を
行う。

【市・各関係機関・病院】
・医師、糖尿病看護認定看護師等と連携をする中で既存
事業や研修会等を実施し効果的な保健指導に繋げる
・医師会との連携

【各団体・市・保健福祉事務所】
・30年度に県が作成した糖尿病性腎症重症化予防プログ
ラムを普及し地域の実態に即した運用について協議を行う

【医療機関】
専門医による診療体制の継続

【歯科医師会】
糖尿病連携歯科医の登録

令和元年度の主な計画
※重点事項

・受診率向上の取り組みを共有
し、ノウハウの蓄積を継続して行
いながら受診率の向上を図る。

・かかりつけ医と歯科医の連携
の実態把握をする中で取り組み
の方向性を探っていく。

・引き続き各市、各関係団体、各
教育機関における知識の普及の
取り組みを推進していく。

【市】
普及啓発の継続、ノウハウの蓄積を生かした着実な事業
運営

【保健福祉事務所・各関係機関】
・地域職域連携推進協議会等の機会をとおし受診率向上
の取り組みを共有し、受診率の向上を図る

【各団体・各関係機関・市・保健福祉事務所】
・歯周疾患健診受診啓発、勧奨について把握し受診率向
上の施策を探る
・かかりつけ医と歯科医の連携の実態把握をする中で取り
組みの方向性を探る
・研修会等を通して糖尿病医科歯科連携を推進する

【各団体・各関係機関・市・保健福祉事務所】
・知識普及の取り組みを継続して推しすすめる

令和元年度取組方針

糖尿病患者の重症化を
予防するため、地域の関
係者の連携による早期
発見と早期治療に取り組
む必要がある。

1．糖尿病患者が増
加傾向にあり、重症
化を予防する取り組
みを一層推進する必
要性

【参考：県計画の位置づけ】
第5章-第4節
「糖尿病」
・発症予防、重症化予防のための
地域連携の推進
・糖尿病性腎症の重症化予防
・医療機能の分化・連携の推進

峡東地域の課題

【糖尿病の重症化予防】

H３１
（R1)

H３２
（R2)

H３３
（R3)

H３４
（R4)

H３５
（R5)取り組みの方向性（行動計画） 実施関係機関 H３０

担当者会議等による

取り組みの共有

各市第２期データヘルス計画に基づく
取り組みの推進

地域・職域保健連携推進協議会等による協議及び推進

既存の研修会の積極的な活用

関係者による検討

各医師会、歯科医師会による取り組みの推進

地域・職域保健連携推進協議会等による
協議・連携の推進

各市、各関係団体、各教育機関における
知識の普及の取り組みを推進

取り組みの実践

連携体制の運用


